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中
山
地
域
事
務
所
産
業
建
設
課（
☎
９
６
７
ー
１
１
１
１
）

双
海
地
域
事
務
所
産
業
建
設
課（
☎
９
８
６
ー
１
２
３
２
）

市
営
住
宅
補
欠
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

平成１７年度

市職員採用試験のお知らせ

　平成１８年は職員を採用しないことになり

ました。よって採用試験は行いませんのでお

知らせします。

■お問い合わせ　総務課人事担当（内線６６８）

へ。

　

平
成
１７
年
度
市
営
住
宅
補
欠
入
居
の

希
望
者
を
、
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　

今
回
の
募
集
内
容
は
、
平
成
１８
年
３

月
３１
日
ま
で
の
間
に
空
き
家
が
生
じ
、

入
居
可
能
と
な
っ
た
住
宅
に
、
そ
の
つ

ど
入
居
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

　

な
お
、
今
回
の
募
集
は
、
合
併
に
よ

る
影
響
を
少
な
く
す
る
た
め
、
双
海
地

区
又
は
中
山
地
区
の
市
営
住
宅
を
対
象

と
し
ま
す
。

■
募
集
対
象
住
宅

○
中
山
地
域
事
務
所　

寺
尾
団
地
、
豊

岡
団
地
、
泉
町
団
地
、
門
前
団
地
、

門
前
住
宅
、
竹
之
内
住
宅
ほ
か

○
双
海
地
域
事
務
所　

双
海
団
地
、
夕

や
け
団
地
、あ
か
ね
団
地
、二
瀬
団
地
、

清
流
団
地
、
星
住
宅

■
家
賃

　

入
居
者
の
所
得
や
対
象
住
宅
の
立
地

条
件
、
規
模
、
経
過
年
数
な
ど
に
応
じ

て
決
定
し
ま
す
。

■
入
居
申
込
資
格

○
中
山
地
区
、
双
海
地
区
に
住
所
又
は

勤
務
場
所
を
有
す
る
方

○
地
方
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

○
現
に
同
居
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
の
あ
る
方
（
条
件
及
び
住
宅
に

よ
り
単
身
者
も
可
）

○
公
営
住
宅
で
は
、
所
得
が
公
営
住
宅

法
に
定
め
る
基
準
に
合
っ
て
い
る
方

（
各
種
控
除
後
の
月
額
が
２０
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と
）

○
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
あ
っ
て
は
、

所
得
が
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る

基
準
に
合
っ
て
い
る
方
（
各
種
控
除

後
の
月
額
が
２０
万
円
以
上
で
あ
る
こ

と
）

○
そ
の
他
、
公
営
住
宅
法
お
よ
び
特
定

優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関

す
る
法
律
に
適
応
す
る
方

■
選
考
方
法

　

伊
予
市
営
住
宅
管
理
条
例
に
も
と
づ

き
選
考
し
ま
す
。

※
母
子
、
高
齢
者
、
心
身
障
害
者
世
帯
等
に

つ
い
て
は
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

○
申
込
受
付
期
間　

６
月
１３
日
㈪
〜
２１

日
㈫
、
８
時
３０
分
〜
１７
時

※
申
込
書
は
６
月
１０
日
㈮
か
ら
お
渡
し
し

ま
す
。

○
申
し
込
み　

中
山
地
区
の
住
宅
は
、

中
山
地
域
事
務
所
へ
、
双
海
地
区
の

住
宅
は
双
海
地
域
事
務
所
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

企
画
情
報
課
（
内
線
５
１
５
）

伊
予
市
総
合
計
画
策
定
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
新
し
い
基
本
構
想
と
基
本

計
画（
総
合
計
画
）
を
策
定
し
、
そ
れ
を

推
進
す
る
た
め
の
条
例（
参
画
と
協
働

の
制
度
）
の
整
備
や
行
政
改
革
の
実
施

に
つ
い
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
審
議
・
検
討
す
る
に
あ

た
っ
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
、「
伊
予
市
総
合
計
画

策
定
審
議
会
」
の
構
成
委
員
と
な
る
方

を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
資
格

　

市
内
在
住
で
２０
歳
以
上
の
方
（
公
職

に
就
い
て
い
る
方
や
市
職
員
を
除
く
）

■
任
期

　

委
嘱
の
日
か
ら
平
成
１９
年
３
月
３１
日

ま
で

■
謝
礼

　

市
の
規
定
に
よ
る

■
審
議
会
の
構
成
委
員

　

市
民
お
よ
び
学
識
経
験
者

■
審
議
会
の
開
催
等

○
審
議
会
は
平
日
２
時
間
程
度
、
月
１

〜
２
回
開
催
予
定

○
そ
の
他
、
市
が
提
示
し
た
課
題
に
つ

い
て
、
意
見
を
提
出
す
る
こ
と

■
選
考
方
法

　

作
文
に
よ
る
審
査

■
応
募
方
法

　
「
ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
が
出
会
う
郷

（
く
に
）
づ
く
り
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
作
文
（
４００
字
程
度
）
を
作
成
し
、

住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
年
齢
、
電

話
番
号
を
明
記
し
て
、
直
接
又
は
郵
送
・

Ｅ
メ
ー
ル
に
て
６
月
３０
日
㈭
（
必
着
）

ま
で
に
提
出
す
る
こ
と

※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
審
査
後
、
結
果
は
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

■
提
出
先

　

企
画
情
報
課
（
〒
７
９
９
ー
３
１
９

３
、
伊
予
市
米
湊
８
２
０
番
地
、

E-m
ail kikaku02@

city.iyo.ehim
e.jp

）

へ
。



広報いよし(13)

MUNICIPAL
GOVERNMENT
NEWS

伊予市役所☎９８２－１１１１（代）中山地域事務所☎９６７－１１１１（代）　双海地域事務所☎９８６－１１１１（代）

産
業
経
済
課
（
内
線
５
７
１
）

計
量
器
の
定
期
検
査
を
行
い
ま
す

　

商
取
引
又
は
証
明
に
「
は
か
り
」
を

使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
２
年
に
一
度

の
定
期
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
次
の
い
ず
れ
の
会
場
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
受
検
し
て
く
だ
さ

い
。

検査日程

日　　時 場　　所

６

月

１７日（金）１０：００～１５：００ ＪＡえひめ中央中山農産物選果場

２０日（月）１０：００～１５：００ ふたみ基幹集落センター

２１日（火）
１０：００～１２：００ 下灘コミュニティセンター

１４：００～１５：００ 大平地区公民館

２２日（水）
１０：００～１１：３０ 上野地区公民館

１３：００～１５：００ 中村地区公民館

２３日（木）１０：００～１５：００ 中央公民館（旧福祉文化センター）

手数料

種 類
ひょう量
（最大計量値）

手数料 備　考

電気式
はかり

１００㎏以下
２５０㎏以下
５００㎏以下
５００㎏超

１，４００円
１，８００円
２，２００円
３，１００円

【注意】
高精度の
はかりの
場合には、
手数料が
左の２倍
になる場
合もあり
ます。

棒はかり
直線目盛はかり

２５０円

その他の
はかり

１００㎏以下
２５０㎏以下
５００㎏以下
１ｔ以下
２ｔ以下

５００円
９００円
１，５００円
２，１００円
３，７００円

上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、
次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

６

４㈯ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

５㈰ ㈱ギケン 稲　荷 ９８３－５５７６

１１㈯ Ｋ．シマダ 下吾川 ９８３－６５５３

１２㈰ 功栄設備 中　村 ９８２－５８８８

１８㈯ ㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７

１９㈰ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

２５㈯ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

２６㈰ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

７
２㈯ ㈲島邦産業 灘　町 ９８２－７３３２

３㈰ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

※中山地区、双海地区の簡易水道をご利用の方は、次の指定
工事事業者にお問い合わせください。

　中山地区　㈲升田金物店　☎９６７－００６７
　　　　　　㈲田中興業　　☎９６７－０５５８
　　　　　　㈱中山建設　　☎９６７－１０３５
　双海地区　藤岡工業㈱　　☎９８６－０３５０

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝ 交 通 事 故 状 況 ＝

＝市内の街頭犯罪等発生状況＝
（４月中）

発　生 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ８件 ２２件 ー ５ 件

自 動 車 盗 １件 ３件 ー ２ 件

オートバイ盗 ０件 ８件 － ３ 件

自 転 車 盗 ３件 ２３件 ー ９ 件

車上ねらい ８件 １９件 ー ６ 件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（４月末日現在）

４月 累計 愛媛県

発　生 １８件 ８４件 ３，４８８件

死　者 １人 ４人 ４４人

傷　者 １７人 ９７人 ４，２６４人
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双海地域事務所にご用の方は

直通電話をご使用ください

双海地域事務所代表番号　☎９８６－１１１１

直通番号は次のとおりです。

　事務所１階

　　市民生活課　☎９８６－１１１２
　　総務調整課　☎９８６－１１１３
　　保健福祉課　☎９８６－１２２０
　事務所２階

　　産業建設課　☎９８６－１２３２
　　教育委員会　☎９８６－１１１４
　町民会館

　　上灘地区公民館　☎９８６－１２２７
　　社会福祉協議会双海事務所　☎９８６－５７７７
　保健センター

　　事務室　☎９８６－５６６６
　伊予消防等事務組合双海出張所

　　事務所　☎９８６－００７４

１０月１日は

国勢調査

　今年の１０月１日は、５年に一度の「国勢調

査」が全国一斉に行われます。日本に住んで

いるすべての人が対象です。国勢調査の結果

はまちづくりなどに生かされますので、皆さ

んのご協力をお願いします。

―総務省統計局・愛媛県・伊予市―

５年に一度の一大イベント！

健
康
保
険
課
（
内
線
５
５
８
）

母
子
家
庭
の
方
へ

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

現
在
、
母
子
家
庭
の
方
が
お
持
ち
の

「
医
療
費
受
給
者
証
」
は
、
有
効
期
限
が

６
月
３０
日
㈭
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

更
新
手
続
き
を
し
な
い
ま
ま
受
診
す
る

と
、
医
療
費
の
一
部
を
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
日
時　

６
月
３０
日
㈭
、
９
時
〜
１７
時

■
場
所　

市
役
所
健
康
保
険
課
又
は
各

地
域
事
務
所
保
健
福
祉
課

■
対
象
者

　

児
童
を
監
護
し
て
お
り
、
所
得
税
の

納
付
義
務
の
な
い
方

■
持
参
す
る
も
の

○
健
康
保
険
証

○
今
お
持
ち
の
医
療
費
受
給
者
証

○
平
成
１６
年
分
源
泉
徴
収
票
（
コ
ピ
ー

可
）、
平
成
１７
年
度
確
定
申
告
書
の

写
し
、
平
成
１７
年
度
課
税（
所
得
）
証

明
書（
※
）
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
１
つ

※
６
月
２１
日
以
降
に
税
務
課
で
発
行
し
た

も
の

○
申
請
書（
事
前
に
個
人
宛
て
に
送
付

し
ま
す
）

○
印
鑑

　

窓
口
で
は
、
６
月
２９
日
㈬
以
前
の
お

渡
し
は
で
き
ま
せ
ん
。
都
合
の
悪
い
方

は
、
７
月
１
日
㈮
〜
８
日
㈮
の
間
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
受
給
者
証
が

使
用
で
き
ま
せ
ん
。
変
更
届
や
受
給
者

証
を
返
還
す
る
な
ど
、
必
要
な
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変
わ
っ

た
と
き

○
保
険
証
の
記
載
事
項（
住
所
、
氏
名
、

記
号
等
）
が
変
わ
っ
た
と
き

○
伊
予
市
か
ら
転
出
し
た
と
き

○
県
外
の
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き

※
県
外
専
用
の
用
紙
に
医
療
機
関
の
証
明

が
あ
れ
ば
、
後
で
負
担
金
を
お
返
し
で

き
ま
す
。

　
「
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
」
で
は
、

入
院
に
か
か
る
費
用
に
対
し
、
就
学
前

（
６
歳
）
の
誕
生
日
を
迎
え
た
年
度
の
３

月
３１
日
ま
で
、
申
請
に
よ
り
助
成
し
て

い
ま
す
。

乳
幼
児
・
母
子
家
庭
・
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ
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福
祉
課
（
内
線
５
３
９
）

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
へ

６
月
は
『
現
況
届
』
の
提
出
月
で
す

　

６
月
１
日
㈬
か
ら
３０
日
㈭
ま
で
の
間

に
『
現
況
届
』
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
が
提
出
さ
れ
な
い
と
、
受
給
資

格
が
あ
っ
て
も
６
月
か
ら
の
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ

れ
も
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
現
況
届
の
日
程
や
方
法
な
ど
は
、
福
祉

課
か
ら
受
給
者
の
皆
さ
ん
に
直
接
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※
平
成
１７
年
１
月
１
日
以
降
に
市
内
へ
転

入
さ
れ
た
方
は
、
１
月
１
日
現
在
に
あ
っ

た
住
所
地
の
「
平
成
１７
年
度
所
得
証
明

書
」
が
必
要
で
す
。

健
康
保
険
課
（
内
線
５
５
９
）

介
護
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

標
準
負
担
額
（
食
事
代
）
が
減
額
で
き
ま
す

　

介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
・
老
人
保
健
施
設
・
療
養
型
病

床
群
）
に
入
所
、
入
院
さ
れ
る
場
合
、

食
事
代
が
１
日
あ
た
り
７８０
円
か
か
り
ま

す
が
、
申
請
す
る
と
所
得
に
応
じ
て
次

の
よ
う
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、
市
役

所
又
は
各
地
域
事
務
所
の
介
護
保
険
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
さ
れ

れ
ば
、
申
請
月
の
初
日
か
ら
減
額
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
減
額
認
定
さ
れ
て
い

る
方
は
、
有
効
期
限
が
５
月
３１
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
６
月
３０
日
㈭
ま

で
に
更
新
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
１０
月
の
制
度
改
正
に
と
も
な
い
、
介
護

保
険
施
設
に
お
け
る
食
費
・
居
住
費
の

見
直
し
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。
引
き

続
き
利
用
者
負
担
の
減
額
の
対
象
と
な

る
方
に
は
、
改
め
て
ご
案
内
し
ま
す
。

所得区分
食事代
（１日）

市民税非課税世帯 ５００円

生活保護受給者、
市民税非課税世帯で
老齢福祉年金受給者

３００円

市
民
生
活
課
（
内
線
５
３
６
）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
３０
歳
未
満
の
方

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
手
続
き
を
！

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
と
は

　

就
職
が
困
難
あ
る
い
は
失
業
な
ど

で
収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
３０
歳
未
満
の
方
が
、
市
の
国
民

年
金
窓
口
に
申
請
し
、
社
会
保
険
事
務

所
で
承
認
を
受
け
る
と
、
そ
の
期
間
の

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

　

こ
の
制
度
は
、
保
険
料
免
除
制
度
と

異
な
り
、
同
居
し
て
い
る
「
世
帯
主
」

の
所
得
審
査
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
方
は

①
３０
歳
未
満
の
方

②
申
請
者
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
方

③
失
業
、
倒
産
、
事
業
の
廃
止
な
ど
に

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
方

承
認
期
間
は

　

平
成
１７
年
４
月
か
ら
６
月
（
平
成
１５

年
所
得
で
審
査
）、
平
成
１７
年
７
月
か

ら
平
成
１８
年
６
月
（
平
成
１６
年
所
得
で

審
査
）
ま
で
と
な
り
、
申
請
書
は
別
々

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
１８
年
度
か
ら
は
、
毎
年
７
月
か
ら

翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳

②
印
鑑

③
平
成
１７
年
１
月
以
降
に
転
入
さ
れ
た

方
は
、
承
認
期
間
の
申
請
に
応
じ
た

所
得
の
状
況
が
わ
か
る
も
の
（
所
得

証
明
書
な
ど
）

④
失
業
の
場
合
は
、「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」
又
は
「
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
」
等
の
写
し

申
請
を
し
て
承
認
さ
れ
る
と

　

承
認
期
間
中
の
障
害
な
ど
不ふ

り

ょ慮
の
事

態
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
承
認
期
間
は
、

将
来
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
際
に
必

要
な
受
給
資
格
期
間（
２５
年
）
に
は
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。

忘
れ
ず
に
追
納
を
！

　

承
認
期
間
に
つ
い
て
は
、
１０
年
以
内

で
あ
れ
ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
将
来
、

受
け
取
る
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る

た
め
に
も
、
保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め

し
ま
す
。

※
２
年
を
過
ぎ
て
保
険
料
を
追
納
す
る
場

合
、
当
時
の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き

高
く
な
り
ま
す
。
早
め
に
「
追
納
」
さ
れ

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
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伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

６
月
５
日
㈰
〜
１１
日
㈯
は
「
危
険
物
安
全
週
間
」

危
険
物 

か
さ
ね
る
無
事
故
の 

金
メ
ダ
ル

　

「
危
険
物
安
全
週
間
」
は
、
危
険
物

の
保
安
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
啓
発

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
６

月
の
第
２
週
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
危
険
物
は
石
油
製
品
を
代
表

す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
生

活
分
野
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ひ
と
た
び
取
り
扱
い
を
誤
れ
ば
、
火
災
、

爆
発
等
の
災
害
を
引
き
起
こ
す
危
険
性

を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
こ
れ
ら
も
危

険
物
に
な
り
ま
す
。

○
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
等
の
液
体
燃
料

○
天
ぷ
ら
油
等
の
調
理
油

○
ペ
ン
キ
等
の
塗
料

　

こ
れ
を
機
会
に
、
危
険
物
の
取
扱
方

法
等
を
も
う
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

取
り
扱
い
・
保
管
の
注
意
事
項

○
取
り
扱
い
は
丁
寧
に
行
う
こ
と

○
火
気
の
近
く
で
は
、
絶
対
に
取
り
扱

わ
な
い
こ
と

○
高
温
に
な
る
場
所
に
置
か
な
い
こ
と

○
ふ
た
は
確
実
に
閉
め
る
こ
と

○
直
射
日
光
を
避
け
、
低
温
で
風
通
し

の
良
い
場
所
に
保
管
す
る
こ
と

○
子
ど
も
の
手
の
届
か
な
い
場
所
に
保

管
す
る
こ
と

■伊予市管内の火災と救急出場件数（４月末日現在）

種別 ４月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 ２

３

本庁 ７

９中山 ０ 中山 １

双海 １ 双海 １

救急出場

件 数

本庁 １２７

１６９

本庁 ４８５

６６０中山 ２１ 中山 ７９

双海 ２１ 双海 ９６

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

消
防
自
動
車
の
色

　

緊
急
自
動
車
を
赤
や
白
に
塗
色
し
て

い
る
の
は
、
色
彩
が
も
つ
人
間
の
感
覚

に
訴
え
る
効
果
を
ね
ら
う
こ
と
が
も
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
消
防
車
は
な
ぜ
赤
色
な
の
で

し
ょ
う
か
…
？

　

理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

外
国
か
ら
輸
入
し
た
蒸
気
ポ
ン
プ
や
消

防
車
が
赤
色
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
も

同
じ
色
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
一
般
的

な
理
由
の
よ
う
で
す
。

　

な
お
、
昭
和
２６
年
に
「
道
路
運
送
車

両
の
保
安
基
準
」
と
い
う
運
輸
省
令
で
、

「
緊
急
自
動
車
の
車
体
の
塗
色
は
、
消

防
自
動
車
に
あ
っ
て
は
朱
色
と
し
、
そ

の
他
の
緊
急
自
動
車
に
あ
っ
て
は
白
色

と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
般
的
に
消
防
車
は
赤
色
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
法
律
上
で
は
「
朱
色
」

な
の
で
す
。
救
急
車
の
場
合
は
、
そ
の

他
の
緊
急
自
動
車
に
分
類
さ
れ
る
た

め
、
白
の
塗
色
に
赤
色
の
一
線
が
入
っ

て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
外
国
の
消
防
車
の
塗
色

は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
等
で
は
赤
色
。
ド
イ
ツ
で
は
赤

又
は
紫
色
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
赤
、
白
、

黄
、
青
、
黒
色
な
ど
、
消
防
局
に
よ
っ

て
色
が
異
な
る
そ
う
で
す
。


